参　加　資　格　確　認　申　請　書
令和　　年　　月　　日

新潟県立上越テクノスクール校長　様

申請者
住　所　
商号又は名称

代表者　　　　　　　　　　      　　　印
電話番号 （　　　　）　　　　－　　　　　

　

申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、令和８年４月17日付けで公告があった、「令和８年度上越テクノスクール空調設備改修工事」の入札に参加したいので、必要な書類を添えて申請します。
なお、上記の者が地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと、会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者（ただし、更生手続開始の決定後、新たに入札参加資格の審査を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと及び民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者（ただし、再生手続開始の決定後、新たに入札参加資格審査を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと並びにこの申請書及び添付書類の記載内容が事実と相違ないことを誓約します。
記

　　１　配置予定技術者の資格等に関する事項　【別紙２のとおり】
　　２　配置予定技術者の兼務申請書（建設業法第26条第3項第2号以外）【別紙２－１のとおり】
　　３　監理技術者に建設業法第26条第３項第２号の適用を予定している場合の確認事項　　　　　　　　　　　　　【別紙３のとおり】　
※別紙２－１、別紙３は該当しない場合は提出不要。提出しない場合は削除すること。
別紙２

配置予定技術者の資格等に関する事項
	主任技術者又は
監理技術者の区分
	
	

	フリガナ
氏名
	
	

	所属会社名
	
	

	雇用開始年月日
	
	

	法定資格等
	種類
	
	

	
	取得年月日
	
	

	
	登録等番号
	
	

	工事の実績
	工事名
	
	

	
	発注者の名称
	
	

	
	工事場所
	
	

	
	工期
	
	

	
	契約金額
	
	

	
	従事役職
	
	

	
	従事期間
	
	

	
	工事概要
	
	

	他工事との重複の有無
	無・有（　年　月　日から専任可能）・兼務希望
	無・有（　年　月　日から専任可能）・兼務希望


注　 １　主任技術者又は監理技術者の区分については、主任技術者又は監理技術者のいずれかを記載すること。
２　法定資格等については、主任技術者又は監理技術者となりうる法定資格等（一級管工事施工管理技士等）を記載すること。
３　配置予定技術者は、５人まで記載できること。なお、総合評価落札方式（地域貢献担い手確保型を除く）の場合は、技術資料（第１号様式）と同一の者とすること。記載欄が不足する場合、この書類を複数提出すること。
４　他工事との重複の有無の欄では、本申請書提出時点で他工事の主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐である場合、「有」に〇印を付し、専任が可能となる日を記載すること。また、「技術者に関する特記仕様書」記載の要件を満たし、他工事との兼務を希望する場合は、予め発注者と調整の上、「兼務希望」に〇印を付し、「別紙2－1」又は「別紙３」に必要事項を記入の上、併せて提出すること。

５　配置予定技術者の資格者証、監理技術者資格者証の写し等を添付すること。
1  一級管工事施工管理技士：「一級技術検定合格証明書」の写し。
2  ｢監理技術者資格者証｣、「監理技術者講習修了証」の写し。
６　提出日において３か月以上の雇用関係を有することが証明できる書類を添付すること。

７　配置予定技術者が育児休業、産前産後休業、もしくは介護休業を取得していた場合、又は災害復旧事業等従事のため新潟県の任期付き職員として併任されていた場合で、その期間に相当する日数を対象となる期間の前に加える場合は、証明できる書類を添付すること。
別紙２－１
配置予定技術者の兼務申請書
（建設業法第26条第３項第２号以外）
本工事に配置する専任の技術者について、以下の事項に誓約し、下記の工事との兼務を申請します。
　

記
１　技術者に関する特記仕様書　２（１）

　　技術者に関する特記仕様書　２（３）　に掲げる要件を満たすことを誓約します。
　　技術者に関する特記仕様書　２（４）
　　※該当するもの以外は削除すること
２　兼務する工事に関する事項
	工事名
	

	発注者の名称
	

	工事場所
	

	工期
	　　年　月　日～　年　月　日

	契約金額（円）
	

	工事内容
	


　注　上記の記載内容が確認できる資料を添付すること。
※記載事項について事前に発注者と調整の上、提出すること。
【※建設業法第26条第３項第２号による監理技術者の兼務を希望する場合は別紙３　を使用すること。】

別紙３
監理技術者に建設業法第26条第３項第２号の適用を予定している場合の確認事項
〇本様式は以下の事項に誓約し、監理技術者に建設業法第26条第３項第２号を適用する場合のみ提出すること。
　
１　誓約事項
　以下の事項について誓約する。　

・監理技術者補佐を専任で配置する。
　・同一の監理技術者を配置する工事は、本工事を含め同時に２件までとする。
　・監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行する。
　・監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制をとる。

・監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにする。
　・兼務する工事が他機関の発注である場合、当該発注機関が兼務を認めている。
２　監理技術者が兼務する工事に関する事項
	工事名
	

	発注者の名称
	

	工事場所
	

	工期
	　年　月　日～　年　月　日

	契約金額
	

	工事内容
	


３　配置予定の監理技術者補佐に関する事項

	氏名
	

	所属会社名
	

	雇用開始年月日
	

	資格（①・②いずれか記入）
	①主任技術者要件を満たす資格名（又は実務経験年数）及び一級技士補の資格名
	

	
	②監理技術者の資格を有する業種
	


　　※監理技術者補佐は５人まで記載できること。記載欄が不足する場合、この書類を複数提出すること。

　　

注）
競争参加資格確認時においては、本資料による確認のみとするが、要件を確認するための資料（上記２・３の記載事項を確認できるもの）を、落札決定後、２日（土日、休日を除く）以内に提出すること。なお、落札決定後の要件確認において、本資料の記載内容と齟齬があった場合は、落札決定の取り消しや指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
工事実績


記載不要








